
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱 UFJニコス ・ ＪＡ教育ローン 

１．ご利用になれる方 （１）地区内に在住または在勤の方。 

（２）お借入時の年齢が満 18歳以上65歳未満であり、最終償還時の年齢が満72歳未満の方。 

（３）継続して安定した収入のある方。 

（４）教育施設（保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・専門学校・予備校・短期 

大学・大学・大学院とする。ただし、外国の教育施設の場合は、ＪＡから振込可能な場合に 

限定した取扱いとします。）に就学予定または就学中のご子弟のいる方、もしくはご本人。 

（５）当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方。 

（６）その他当ＪＡが定める条件を満たしている方。 

２．資金使途 就学されるご子弟またはご本人の教育に関する全てのご資金（借入申込日から過去３か月以内 

にお支払済みの資金を含む。）とします。 

（１）申込日から１年以内にお支払い予定の資金。 

（２）現在、他金融機関・信販会社等からお借入中の教育ローンや奨学金のお借換資金とお借換え

に伴う諸費用。なお、借入にかかる諸費用（事務手数料、振込手数料、印紙代）については資金使

途に含めることができるものとします。 

 

（例） ①教育施設へ支払う入学金、授業料、学費。 

②アパートの家賃等。 

３．融資金額 10万円以上 1,000万円以内、１万円単位とし、所要金額の範囲内とします。 

４．融資期間 据置期間を含め６か月以上 15 年以内（在学期間を含む）とします。なお、据置期間は、初回ご融

資日からご融資対象ご子弟またはご本人の卒業予定年月の末日の６か月後までの範囲内としま

す。 

５．融資方法 証書貸付 

６．返済方法 元利均等返済（毎月の返済額（元金＋利息）が一定金額となる方法）とし、毎月返済方式、特定月

増額返済方式（毎月返済方式に加え年２回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済に

よる返済元金総額は、お借入金額の 50％以内、１万円単位です。）のいずれかをご選択いただけ

ます。 

７．連帯保証人 当ＪＡが指定する保証機関（三菱ＵＦＪニコス株式会社）の保証をご利用いただきますので、原則と

して保証人は不要です。 

８．徴求書類 (1)所 得 証 明 書 

   ・ 給与所得者 ・・・ 源泉徴収票又は給与証明書 

   ・ 自 営 業 者 ・・・ 納税証明書その２または確定申告書（写） 

   ・ 農 業 者 ・・・ 確定申告書(写)またはＪＡ発行の所得証明書も可 

(2)本人確認資料 ・・・ 運転免許証又は健康保険証（写） 

（３）勤務地の確認資料 ・・・ 健康保険証の写し 

(4)使 途 証 明 書 ・・・ 合格通知書、入学金・授業料納付書ほか 

(5)〈借換の場合〉利用中の教育ローンに関する資料 

   ・ 償還表等の返済明細表（写） 

   ・ 残高証明書（返済明細書で確認できる場合は不要） 

   ・ 通帳等直近６ケ月以内の返済状況を証する証（写） 

（6）その他、必要となる書類 ・・・ 対象の子弟の学生証ほか 

 

 


